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関 係 団 体 の 長 様 

 

愛 知 県 保 健 医 療 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

営業時間短縮要請の期間延長及び感染防止対策の強化について（通知） 

 

愛知県の感染状況は、本日の新規陽性者が 431 人と、過去最多を記録するなど、厳しい状

況が続いております。 

国においても、本日、首都圏・１都３県を対象に、緊急事態宣言を発出し、２月７日

（日）までの期間、外出の自粛や飲食店に対する営業時間の短縮要請の強化を始めとする緊

急事態措置の実施が決定されたところです。 

このため、本県においても、第３波の克服に向け、首都圏における措置に準じ、県内全域

を対象として実施している営業時間短縮要請を２月７日まで延長するとともに、県民・事業

者の皆様に「特にお願いする感染防止対策」として、夜間の不要不急の外出や１都３県への

移動自粛など対策をとりまとめ、本日開催した第 18 回本部員会議で実施を決定したところで

す。 

つきましては、貴団体員への周知に御配慮いただくとともに、引き続き、感染防止対策に

御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

＜県ＷＥＢページ掲載箇所＞ 

 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html 
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ﾃﾚﾜｰｸ等
○50%目標のテレワーク・時差出勤の徹底
○職場・寮での感染防止策徹底・会食自粛の呼びかけ

イベント
○オンライン開催など慎重に検討
○開催に際しては感染防止対策を徹底

県
民

事
業
者

営業時間
短縮要請

○夜間の不要不急の外出自粛
○首都圏１都３県への移動自粛

酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮要請を延長
営業時間 ： 5時～21時
区 域 ： 愛知県全域
期 間 ： 1月12日(火)～2月7日(日) 【27日間】

○街頭の電飾等イルミネーションの早めの消灯

特にお願いする感染防止対策

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

外出自粛
移動自粛

高齢者等
○高齢者等への拡大防止
○感染防止対策の徹底



愛知県新型コロナウイルス感染症

第３波克服に向け



○人の多い場所へ行かない
○いつも一緒にいる人とステイホーム
○夜間の不要不急の外出自粛

県民の皆様への呼びかけ

○帰省や旅行は延期も含めて慎重に
○首都圏１都３県への移動自粛

②県をまたぐ不要不急の移動自粛

①不要不急の行動自粛



○感染しない・させない
○大人数の新年会は自粛
○３密は避け、
必要な外出は短時間で

○高齢者・基礎疾患のある方に配慮
○高齢者を守る８つのポイントを徹底
○高齢者等は不要不急の外出自粛

内閣官房HP掲載イラストを加工

④感染防止対策の徹底

③高齢者等への拡大防止



⑤時短とガイドラインの徹底

金額 ： １店舗・１日４万円=最大１０８万円
条件 ： ①業種別ガイドラインを遵守

②安全安心宣言施設に登録し、
ＰＲステッカーとポスターを掲示

対象 ： 酒類を提供する飲食店等
時間 ： ５時～２１時
区域 ： 愛知県全域
期間 ： １月１２日(火)～２月７日(日) 【２７日間】

感染防止対策協力金の支給

営業時間短縮要請を延長

事業者の皆様への呼びかけ



○５０％目標のテレワークの徹底
○時差出勤の徹底

○職場・寮における感染防止対策の徹底
○従業員に対策徹底・会食自粛を呼びかけ

⑦職場ｸﾗｽﾀ-を防ぐ感染防止対策

⑥テレワークの徹底

⑧街頭のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ等は早めに消灯



○対策がとれない場合は参加を自粛
○イベント後の会食・飲み会は自粛
○主催者は時期分散など慎重に

⑨行事・イベントの対策徹底

○マスク着用・手指消毒
○境内での三密回避

成人式等での対策徹底

分散参拝・寺社の対策に協力を


